
高島市議会議員政治倫理条例 

（目的） 

第１条 この条例は、高島市議会議員（以下「議員」という。）が、議員活動を行う

際に遵守すべき政治倫理に関する基本的事項について定めることにより、市民の

代表として高い倫理観が求められていることを自覚し、良心と責任感を持ってそ

の責務を果たし、議員と市民との信頼関係を構築し、もって公正で民主的な市政の

発展に寄与することを目的とする。 

（議員の責務） 

第２条 議員は、市民全体の代表として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、次

条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。 

２ 議員は、高い倫理観および品位の保持に努め、自らの行動を厳しく律しなければ

ならない。 

３ 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。 

４ 議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的な批判を受けたときは、自ら率先

して、真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。 

（政治倫理基準等の遵守） 

第３条 議員は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）、公

職選挙法（昭和２５年法律第１００号。以下「公選法」という。）、政治資金規正

法（昭和２３年法律第１９４号）等の公職にある者に対して適用される法律その他

の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準（以下「政治倫理基準」という。）

を遵守しなければならない。 

⑴ 市民の代表者として、その品位を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、

不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。 

⑵ 常に市民の福祉向上を目指して行動すること。 

⑶ 議員の地位を利用して金品の授受をしないこと。 

⑷ 市または市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人もしくは市

の公の施設の管理を行う指定管理者（法第２４４条の２第３項に規定する指定

管理者をいう。）が行う許可、認可または請負その他の契約に関し、特定の者の

ために有利または不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。 

⑸ 市の職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３条第２項に規定す

る一般職に属する職員をいう。以下同じ。）の採用、昇任、降任、転任その他の

人事に関し、公正を害する行為をしないこと。 

⑹ 市の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるよう

な働きかけをしないこと。 

⑺ その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセ



クシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある

行為をしないこと。 

⑻ 政治活動に関する寄附について、政治的または道義的な批判をされるおそれ

のあるものは受けないこと。 

⑼ 公選法により禁止されている寄附、飲食物の供与その他の不正行為に該当す

るとの疑惑を持たれるような行為をしないこと。 

⑽ 政務活動費については、高島市議会政務活動費の交付に関する条例を遵守し、

適正に執行すること。 

（請負に関する制限） 

第４条 議員は、法第９２条の２の趣旨を尊重し、市に対して行う請負その他の契約

に関して不正の疑惑を持たれないように努めなければならない。 

（就業等の報告義務） 

第５条 議員は、自ら事業を営んでいるとき、または次の各号のいずれかに該当する

法人その他の団体（以下「法人等」という。）の無限責任社員、取締役、執行役も

しくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人および清算人に就いていると

きは、任期開始後に議長に報告しなければならない。事業を休止したとき、または

就業状況に異動があったときも同様とする。 

⑴ 収益事業を営む法人等 

⑵ 市の許認可が必要な事業を営む法人等 

⑶ 市から補助金等を受け、または受けようとする法人等 

（審査請求） 

第６条 議員は、第３条の規定に違反する疑いがあると認められる議員があるとき

は、高島市議会議員定数条例（平成１８年高島市条例第６６号）に定める議員の定

数の８分の１以上の者の連署をもって、議長に対し、同条に違反する疑いがあるこ

とを証する書類を添えて、規則に定めるところにより審査請求をすることができ

る。この場合において、審査請求をする議員の中から代表者を定めておかなければ

ならない。 

２ 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して

１年以内に行われなければならない。ただし、特別な事情があると認められるとき

は、この限りでない。 

（審査会の設置等） 

第７条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、速やかに議会運営委員

会に報告するとともに、当該請求を受理した日から１か月以内に議会に高島市議

会政治倫理審査会（以下「審査会」という。）を設置し、当該事案について審査を

付託するものとする。ただし、審査請求書類の不備などの理由により、その必要が



ないと議長が認めるときは、この限りでない。 

２ 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。  

⑴ 第３条の規定に違反する行為の有無 

⑵ 第３条の規定に違反する行為があったと認定した場合における当該行為をし

た議員に対する措置 

３ 議長は、第１項の規定により審査会を設置したときは、速やかに前条の規定によ

り審査の請求を行った者（以下「審査請求者」という。）および審査の対象となっ

た議員（以下「審査対象議員」という。）に対し、その旨を通知するものとする。 

（審査会の組織） 

第８条 審査会の委員（以下「委員」という。）の定数は、７人とする。ただし、議

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 委員は、議員のうちから議長が指名する。ただし、審査請求者および審査対象議

員は、委員となることができない。  

３ 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。  

４ 審査会に委員の互選により委員長および副委員長を置く。  

５ 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。  

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。  

７ 議長が審査対象議員に該当するときは、副議長が前条第１項、前条第３項および

第１項に規定する行為を行う。この場合において、第１２条から第１６条までの規

定中「議長」とあるのは「副議長」と読み替えるものとする。  

８ 議長および副議長が審査対象議員に該当するときは、議会運営委員会において

協議し、指名した議員が前条第１項、前条第３項および第１項に規定する行為を行

う。この場合において、第１２条から第１６条までの規定中「議長」とあるのは「第

８条第８項前段の規定により指名された議員」と読み替えるものとする。 

（審査会の会議等） 

第９条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が進行

する。  

２ 審査会は、委員の２／３以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の２／３以上の合意により決するもの

とする。 

４ 会議は、公開とする。ただし、出席委員の２／３以上の合意により非公開とする

ことができる。  

５ 審査会は、審査の請求に関する調査を行い、必要があると認めるときは、審査請

求者、審査対象議員、識見を有する者等に対し、会議への出席を求め、意見もしく



は事情を聴取し、または報告を求めることができる。  

６ 審査請求者および審査対象議員は、審査会から会議への出席の要請、審査に必要

な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応える

義務を負う。  

７ 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。 

８ 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。 

９ 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。 

  (記録) 

第１０条 会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、５年間保存する。 

（その他審査会に関する事項） 

第１１条 前４条に定めるもののほか、審査会に関する事項は、高島市議会委員会条

例（平成１７年高島市条例第２８６号）に規定する委員会の例による。 

（審査結果の報告） 

第１２条 審査会は、当該審査請求の審査を終了したときは、速やかに、その結果を

議長に書面をもって報告しなければならない。 

２ 審査会は、審査対象議員に第３条の規定に違反すると認められる事実があると

きは、前項の規定による報告において、次に掲げる措置のうち、議会が講じるべき

措置について意見を付さなければならない。 

⑴ 戒告 

⑵ 陳謝の勧告 

⑶ 議会内での役職辞任の勧告 

⑷ 一定期間の出席自粛の勧告 

⑸ 議員辞職の勧告 

⑹ その他必要と認める措置 

３ 第１項の規定による報告は、第７条の規定により審査会が付託を受けた日から

６０日以内に行うように努めなければならない。 

４ 審査会は、議長への結果の報告をもって解散する。 

（審査結果の報告および通知）  

第１３条 議長は、前条第１項の規定により審査会から審査の結果の報告を受けた

ときは、速やかに審査結果を議会運営委員会および議会に報告するとともに、審査

請求者および審査対象議員に対して通知しなければならない。 

（審査請求の却下および棄却） 

第１４条 議長は、審査会から却下すべき旨の報告を受けたときおよび第７条ただ

し書の規定により付託をしなかったときは、当該審査請求を却下する。 

（審査対象議員に対する措置） 



第１５条 議長は、審査会から第１２条第２項の意見が付された報告を受けたとき

は、議会の品位および名誉を守るため、当該報告の趣旨を尊重して措置の内容を決

定し、審査対象議員に対して速やかにその措置を講じなければならない。 

（審査結果等の公表）  

第１６条 議長は、審査の結果を公表しなければならない。 

（守秘義務） 

第１７条 議員は、審査請求に係る事案の審査において知り得た秘密を漏らしては

ならない。その職を退いた後も、また同様とする。 

（委任） 

第１８条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則

で定める。 

  付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （高島市議会基本条例の一部改正） 

２ 高島市議会基本条例（平成２７年高島市条例第５３号）の一部を次のように改正

する。 

第１６条に次の１項を加える。 

２ 前項に定めるもののほか、議員の政治倫理について必要な事項は、別に条例で

定める。 


